
 

 

 

 

 

 

 

ETC カード年間手数料について 

４月 1 日時点で組合員様が保有されます ETC カードには、年間

手数料が必要となります。現在お手元にある ETC カードでご利用

の無い不要なカードは、３月３１日（火）までに当組合へ到着します

よう、ご返却をお願いいたします。 
コーポレートカード：￥629/枚    マイレージ（クレジット）カード￥550/枚 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

道路緊急ダイヤル（♯9910）の使い方                   

●道路緊急ダイヤル（♯9910）は、どんな時に使うの？ 

落下物、逆走車、人や自転車等の立ち入り、路肩の崩壊、路面の穴ぼこ

など、車両の通行に支障となる道路の異状、緊急事態を発見した時に

使用してください。全国の道路を対象として、24 時間 365 日通報を

受け付けています（通話料無料）。 

 

●どうやってかけるの？ 

固定電話または携帯電話から「♯9910」をダイヤルしてください。 

自動音声ガイダンスに従い高速道路を選択すると、道路管制センター

に繋がります。発生した事象と道路名・上下線・キロポスト・車線など

場所を特定できる情報を併せてお伝えください。 

 

※ダイヤル回線の場合は、プッシュトーン発信に切り替えてからご使用

ください。※衛星電話

と「050」の番号帯の

IP電話からは通話がで

きません。※運転中の

携帯電話の使用は道路

交通法により禁じられ

ています。携帯電話等

による通報は必ず同乗

者の方からおかけいた

だくか、休憩施設など

安全な場所に移動、停

車しておかけください。 

 

ETC クレジットカードの手数料について     

２０２６年４月利用分より、ETC クレジットカードの利用金額に応じて

手数料をいただくことになりました。組合員の皆様にご負担をおかけ

することになり誠に心苦しいのですが、何卒ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

 

【雑感】２月の衆院選で、自民党が定数の３分の２を上回る圧勝という

結果となりました。年齢を重ねるほど、政治に対する関心が増してく

るものだなと感じます。引き続き今後に注目していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労基情報    

労 基 情 報 
 

 
 
～第２回「化学物質管理強調月間」を 

２月に実施します～ 
 

令和４、５年の労働安全衛生法令の改正により、

化学物質の自律的管理を基軸とする「新たな化学

物質規制」が導入され、令和６年４月に本格施行さ

れました。 

それに伴い、対象となる事業場の範囲が、従来の

製造業中心から第三次産業を含めた幅広い業種へ

と大幅に拡大しましたが、化学物質管理の知見が

必ずしも十分でない事業場に対しても、広く新たな

化学物質規制を浸透させる必要があることから、

厚生労働省は関係省庁及び関係団体等の幅広い協

力を得て、「第２回化学物質管理強調月間」を、 

 

慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方 

 

のスローガンの下展開することにより、広く一般に

職場における危険・有害な化学物質管理の重要性

に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管

理活動の定着を図ります。 

事業者の皆様におかれましては、化学物質管理

体制の構築、化学物質の把握及び危険有害性等の

確認、ラベル表示・ＳＤＳ交付及びリスクアセスメン

トの実施とその結果に基づくばく露低減措置の実

施、特定化学物質障害予防規則等の遵守の徹底等

により、適切な化学物質管理に努めていただくよう

お願いします。 

 

※厚生労働省ＨＰ（「第２回「化学物質管理 

強調月間」を２月に実施」）はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTHLY  

SETOUCHI 

 

 

 

 

 

２０26 年 2 月 18 日発行 

 

 

 

 

 

お問い合わせは 倉敷労働基準監督署 

TEL：086-422-8177 まで 

 


